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蕨 市 マ ン シ ョ ン 管 理 通 信 
２０２４/令和６年８月 

〈第３号〉  

吉村 孝彦 氏 

コスモ蕨南 

管理組合理事 

Ｖｏｌ.１ 認定第１号マンション インタビュー 

管理計画認定マンションを訪ねて 

本号より市内で管理計画認定制度を取得したマンションをシリーズで取り上げて行きます。シリ

ーズ第１回目は第 1号の認定を取得されたマンションにお邪魔しお話を伺いました。 

「区分所有者の合意形成を図り 

マンションの市場価値を高めるために」 

 

●マンション概要 

 マンション名：コスモ蕨南 

 住所：蕨市南町４-１７-１５ 

 建物概要：築年月１９８７年２月 

      総戸数５２戸（７階建て） 

 

管理計画認定制度を知ったきっかけは 

令和５年春に、住宅金融支援機構の「マンシ

ョン情報ＢＯＸ」を見て、長寿命化促進税制（固

定資産税の減額）があることを知った。 

 

管理計画認定を取得しようと思ったきっかけ

は何だったのか 

令和５年春、３回目の大規模修繕工事を進行

中であり、長寿命化促進税制を適用できるので

はないかと思った。そのためには管理計画↗ 

↘認定を取得する必要があったため。 

 

管理計画認定を申請することのメリットをど

う考えていたか 

長寿命化促進税制による固定資産税の減額や

マンションの市場価値を高めるため。 

 

その長寿命化促進税制を申請するにあたって

の課題は何だったか 

修繕積立金会計が認定基準に達しているか

どうか。 

【理由】長寿命化促進税制による固定資産税の

減額を受ける条件の一つに「管理計画認定マン

ションのうち、令和３年９月１日以降に、修繕

積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上

げたマンション」で、修繕積立金の額は「修繕 
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「マンション管理費会計の見直しを 

徹底することで修繕積立金の目標額達成」 

 

↘ 幅に電気料金を削減した。 

・電力供給は、マンション高圧一括受電サービ 

スを提供する会社に変更し、電気料金を削減 

した。一度契約すると契約が長期化し変更し

づらい点や、各戸ごとの契約・解約ができな

いなどのデメリットもある。 

 

結果、長寿命化促進税制の適用はできたのか 

元々、徴収していた修繕積立金額が国ガイド

ラインの下限値を下回っていたため、申請可能

と判断していたが、詳細を調べたところ、修繕

積立金引上証明書が作成できないことが判明

し、結果的には長寿命化促進税制は受けること

ができなかった。その反面、区分所有者同士で

合意形成を図るうえで一体感を得られたこと

や、マンションの市場価値向上につながった。 

 

管理計画認定制度への申請の発案から認定申

請までの期間は↗ 

マンションの外観↑ 

 

↘前ページから 

積立金ガイドライン（国土交通省）」の下限値を

を上回っていること」が必要だったが、その数

値を誤認していた。↗ 

↘どのようにその課題に対処したのか？ 

修繕積立金に関しては２０年くらい前に先

を見越して金額を思い切って値上げした。申請

を行う際に、ガイドラインの金額をクリアする

ため、経費の余剰分を修繕積立金に振替をし、

修繕積立金の下限値をクリアすることができ

たと思った。 

【以前から行っている費用圧縮の方法】 

・管理人の勤務時間を１日から半日に変更し、

人件費を削減した。また、令和６年度の総会

で勤務日数を５日から４日に変更予定。 

・電力供給はマンション高圧一括受電サービス

を提供する会社に変更し、電気料金を削減し

た。 

・受水槽が耐久年限を迎えた際に、給水方式を

受水槽方式から直結増圧方式に変更し、大↙ 

大規模修繕後の外観↑ 

 

↘ 約１ヶ月。 

特に、長寿命化促進税制を申請する際には、大

規模修繕工事の設計監理を担当していた会社

にも大いに協力してもらった。 

 

実際に認定を受けて良かった点などあればお 
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→前ページより 

聞かせください 

管理組合運営に関してはこれまでと特に変

わることはない。ただ、管理計画認定を受けた

ことで市場価値が上がり、販売価格が上がれば

良いと考えている。これまでもそうだが、今後

も「お金を使うことの大切さ」を長期的に検討

していくことは必要だと考えている。 

 

他の管理組合にアドバイスすることがあれば

教えてください。 

管理会社とどの様に付き合っていくかを継

続して検討していくことが大事だと思う。ま

た、自分たちの住んでいるマンションの価値

（財産、資産）を減らさないようにするにはど

うすればよいかという視点で組合運営を行っ

ていくことが重要だと思う。 

≪マンション長寿命化促進税制とは≫ 

大規模修繕実施までの合意形成を図るためこ

の減税措置が設けられました。 

減額の対象となるマンションは？ 

（１） 築２０年以上かつ１０戸以上の区分マ

ンション 

（２） 長寿命化工事を過去に１回以上実施し

ていること 

（３） 令和５年４月１日から令和７年３月３

１日の間に２回目以降の長寿命化工事

を完了していること 

（４） 管理計画の認定取得したマンション 

減額される期間・金額は？ 

工事完了年の翌年度分の固定資産税（建物部分

のみ）を１/２～１/６の範囲内で減額 

減額を受けるための詳しい手続 

きは国土交通省のホームページ 

よりご確認ください→ 


